
資料６－１

国際機関 大洋州 中南米等 その他 合計
ＷＨＯ・FAO等 米国 カナダ EU、EFSA 各国 FSANZ等 中国 各国 各国 報道、論文等も含む

化学物質・汚染物質 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 5

食品添加物 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3

農薬 0 2 0 5 0 0 0 1 0 0 8

動物用医薬品 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3

器具・容器包装 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

その他 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3

細菌 0 1 1 4 3 0 0 1 0 4 14

ウイルス 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 5

原虫・寄生虫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

プリオン 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 6

植物性自然毒 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4

カビ毒（マイコトキシン) 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3

動物性自然毒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

その他 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5

新食品 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

GMO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4

健康食品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

アレルギー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

クローン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

放射線照射 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ナノテクノロジー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

肥料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飼料 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表示 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

放射性物質 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

その他 0 0 0 1 8 2 4 0 0 3 18

細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ウイルス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

化学物質 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

微生物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

異物混入等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表示違反 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 3 3 1 21 25 3 8 6 2 21 93

海外の食中毒

海外のリコール

※収集期間については、主たる期間をいう。

微生物・プリオン・自然毒

新食品等

その他

肥料・飼料等

欧州 アジア

「食品安全関係情報」として食品安全委員会が収集したハザード毎の地域別情報件数の概要

化学物質

北米

収集分）について食品安全関係情報（ 3月9日～3月22日



食品安全関係情報（3 月 9 日～3 月 22 日収集分 93 件）のうち、主なものの紹介 

(詳細及び他の情報については、食品安全総合情報システム（http://www.fsc.go.jp/fsciis/）をご覧下さい) 

 

【化学物質】 

・スペインのカタルーニャ州食品安全機関(ACSA)、カタルーニャ州におけるトータル

ダイエットスタディ 2008 年報告書に関して、パーフルオロ化合物の状況を公表 

・欧州食品安全機関（EFSA）、欧州連合（EU)における食品中の残留農薬報告書 2010

年版を公表 

・欧州食品安全機関(EFSA)、内分泌かく乱物質類の科学的な判断基準の明確化により

欧州委員会を支援する旨を報道発表 

・欧州食品安全機関(EFSA)、内分泌かく乱物質類のハザード評価に関する科学的意見

書「内分泌かく乱物質類の同定並びに当該物質類により媒介されるヒトの健康及び

環境への影響を評価するにあたっての既存の試験方法の妥当性についての科学的

な判断基準」を公表 

 

【微生物・プリオン・自然毒】 

・欧州連合(EU)、スプラウトの微生物基準を追加並びに家きん類と体及び生鮮家きん

肉のサンプリング規則を改正 

・英国食品基準庁（FSA）、牛における腸管出血性大腸菌 O157 に関する調査研究を募集 

・フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、海産物摂取による腸炎ビブリオ感染リス

ク評価に関する意見書を公表 

・オランダ国立公衆衛生環境研究所(RIVM)、食品中のウイルス低減に適用する処理の

効果に関する報告書を発表 

・ニュージーランド第一次産業省(MPI)、はちみつのツチン濃度が高まる可能性につい

て警告 

 

【その他】 

・フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、出生から 1 歳までの乳児用食品として母

乳や母乳の代替食以外の飲料の使用に関するリスクについて意見書を公表 

・オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関（FSANZ）、ファクトシート「オー

ストラリアにおける食品安全の責任者は誰か？」を公表 

 


